
「兵庫県 外 来 医 療 計 画 」の 概 要 （計画期間：令和６年度～令和８年度）

兵庫県保健医療計画の一部として策定

２ 計画の位置づけ

兵庫県保健医療計画で定める二次医療圏を単位とす
る

３計画期間

５協議の場の設置

① 新規開業者等への外来医療提供体制の確保に関する情報
の提供
・外来医師の偏在状況及び外来医師多数区域の設定
・医療機関のマッピングに関する情報
・地域で不足する外来医療機能 等

②地域で不足する外来医療機能に関する協議
・新規開業者は診療機能及び地域で不足する外来医療機能

を担うことに対する考え方を、遅くとも診療所開設届等提出
時までに「外来医療機能に係る報告」として提出

↓
外来医療計画推進会議で確認

現状・課題 推進方策

《兵庫県の二次保健医療圏別外来医師偏在指標等》

・令和２(2020)年度から令和５(2023)年度までの４年間
を最初の計画期間とする。

・令和６(2024)年度以降は、３年ごとに見直しを行う

４ 対象区域の設定

６外来医療提供体制の確保

７ 医療機器の効率的な活用

②地域部会
・ 外来医療の提供体制について地域の実情を反映し

た協議が行われるよう、「外来医療計画推進会議」
の下に、必要に応じて「地域部会」を設置できること
とする。

①外来医療計画推進会議【二次医療圏域】
・地域医療構想調整会議等を活用し、各圏域に設置

・協議結果は医療審議会地域医療対策部会に報告

【主な協議内容】
・ 新規開業者からの届出内容の確認
・ 医療機器購入者の共同利用計画の確認

１目的

１ 外来医療提供体制の確保（診療所）

① 外来医療機能の偏在・不足等の可視化

② 診療所の新規開業希望者に対する情報提供

③ 外来医療に関する協議の場の設置

２ 医療機器の効率的な活用（病院・診療所）

① 医療機器の配置状況に関する情報提供

② 医療機器の効率的活用のための協議

３ 外来医療の機能分化・連携（病院・診療所）

紹介受診重点医療機関の明確化

※ 外来医師偏在指標：地域ごとの性年齢階級による外来受療率の違いを調整した人口10万人対診療所医師数

※ 外来医師多数区域：外来医師偏在指標の値が、全国の全二次医療圏域（335圏域）の中で上位33.3％に該当する二次医療圏域

［診療所］無床及び有床診療所（歯科診療所を除く）

［病院・診療所］

共同利用の方針

現状・課題

推進方策

医療機関は、対象医療機器（※1）を新規購入（※2）する場合、共同利用計画
（※3）を作成し、外来医療計画推進会議において計画の確認を受ける

①医療機器の配置状況等に関する情報提供
・対象医療機器の配置状況
・対象医療機器を有する医療機関の５疾病・６事業及び在宅医療における役
割 等

② 新規購入する医療機関の「共同利用計画」の確認
・対象医療機器の新規購入医療機関は、遅くとも医療機器設置届提出時まで
に「共同利用計画」を提出

↓
外来医療計画推進会議で確認

※1  「対象医療機器」：ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ、放射線治療器
※2 「新規購入」： 新設、増設、更新、リースにより新たに調達する場合を含む
※3 「共同利用」：連携先の病院又は診療所から紹介された患者のために利用される場合を含む

（全圏域・全対象医療機器共通）

・人口当たり医療機器台数には地域差や機器ごとの差があるが、人口減少が
見込まれる中、医療機関間での共同利用の推進等による効率的な活用が必要

８ 外来医療の機能分化・連携

・患者に大病院志向がある中、一部の医療機関に外来患者が集中し、
患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

・地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、外来医療の実
施状況を都道府県知事に報告する外来機能報告が医療法に位置づ
けられた。

外来機能報告

医療資源を重点的に活用するため外来の機能に着目して、紹介患者
への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化

・診療所の開設が都市部等に偏りがある
・地域の実情に応じ、地域で不足する医療機能を担うことが必要

［病院・診療所］

外来医師
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圏域で不足する医療機能等

112.2 -

神戸 138.9 20位 ○

阪神 131.3 29位 ○

東播磨 103.9 143位
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淡路 116.8 70位 ○
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内
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・初期救急医療
・在宅医療
・産科医療
・小児科医療
・公衆衛生（学校医、産業医、予防接種、健診)
・介護認定

紹介受診重点医療機関


